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資料④ 

その他の報告事項 

 

■図書館サービスの変更について（2 月 10 日(水)より） 

 

 〇貸出点数 図書・雑誌：20 点(変更前：10 点) 

       DVD・CD・ビデオあわせて 3 点、カセットブック 5 点 

      （変更前：DVD・ビデオどちらか 1 点、CD・カセットブックそれぞれ 2 点） 

 〇貸出期間 視聴覚資料・雑誌：15 日間（変更前 8 日間） 

 〇貸出内容の印字方法 レシートへ印字して出力（変更前：利用者カードへ印字） 

 

利用者サービスの向上や新型コロナウイルス感染症対策のため、貸出冊数や貸出期間の見

直しを行いました。貸出点数を 20 点までに増やし、全ての資料の貸出期間を 15 日間に統一

しております。 

また、貸出内容の印字方法について、これまでの利用者カードへの印字は文字数に制限が

ありましたが、レシートに変更することで、全ての貸出内容を印字してお渡しできるように

なりました。利用者カードは継続して利用できますが、順次新しいものへ変更いたします。 

 

■郷土行政資料コーナーの移動・拡充について(２月 10 日(水)より) 

 

「中村哲氏」や「船原古墳」関連など市民の関心が高い古賀の郷土行政資料を常設展示す

るために、郷土行政資料コーナーの移動・拡充を行いました。 

コーナー拡充に伴い、ＡＶ視聴ブースを撤去しております。ＡＶ視聴ブースについては新

型コロナウイルス感染症対策として、滞在時間の制限や共用で使用するヘッドホンの問題等

もあり、利用を中止しておりました。今後も再開の目途が立たず、有効活用できない状況と

なっていたものです。今後、利用者には館外貸出のご案内やご説明を行い、対応いたしま

す。 

            

■電子図書館サービスについて   

  

 〇利用対象者：古賀市在住・在勤・在学者等 

 〇貸出点数：3 点 貸出期間：15 日間 

 〇予約点数：3 点  

 電子図書館サービスの開始へ向けて、2 月 17 日より ID/パスワードの申請受付を開始し

ました。３月９日よりサービス開始予定です。 

 

  

 


